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「三田学会雑誌」87巻 4 号 （1995年 1 月）

チ ャ ールズ • ダヴナントの「信用」論

—— その特徴と変容—— *

伊 藤 誠 一 郎

1 は じ め に

と 呼 ん だ り ，H orse fie ld  が “M on etary  
金融史上画期的な時期であったことはこ

名 誉 革 命 期 は  D ick so n  が “F in an cia l R ev o lu tio n ”
E x p er im en t” という言葉を使って説明しているように，

れまでの研究史からも明かである。 この時期多量の， そ し て 多 様 な 紙 券 （paperm oney) が流通し 

はじめ， さまざまな信用関係が展開し，公信用制度も着実に発展を遂げつつあった。 そうしたなか 

で多くのパンフレッティーアたちはさまざまに金融問題をとりあげて論じてきた 。H orsefie ld
[ 3 8 ] の巻末の目録にある当時の金融問題を扱ったパンフレットの量の多さ， テ一マの多様さから 

みても，当時金融問題が重要なトピックのひとつであったことがわかる。 このような多量かつ多様 

な八ンフレットにもそれらの論点に一定の傾向があったといえる。 まず第一に，当時まさに革命的 

に広まりつつあった金融システムがはたして貨幣不足を解決するのだろうかという点。第二に，公 

信用を中心としながら当時の金融システムがつくりだした諸利害関係（in t e r e s t s )をめぐって。第 

一点については，当時なお貴金属鋳貨をもって唯一の通貨と考え，「信 用 （Credit)」に対して否定 

的な立場にたつ人もあったが， ダヴナントを含む多くの論者は紙券信用が貨幣不足を解決しうると

* 本稿は1993年5月に経済理論史研究会において報告した内容に加筆，訂正をしたものである。その際 

大倉正雄氏から貴重なコメントを多くいただいた。記して感謝したい。

( 1 ) ここでは金融史といった場合，財政史をも含めた広義の意味でのそれをさしている。わが国では 

広範な商業信用の展開，そして手形割引による銀行券の発行のための近代的商業銀行の設立， とい 

っ た 「近代的」信用制度の成立（イングランド銀行設立に代表される）という視点からの研究が大 

塚 [16]，関ロ [ 2 3 ] らによってなされ，Clapham [ 2 9 ] もこうした視点から受容されてきた。し 

かし，最近ではさきにあげた二人をはじめ，より実証的な研究がなされ，またそれにしたがって当 

時のより複雑で多様な金融システムが明らかにされつつある。たとえば近年ではDickson [31] の 

影響のもと，Jones [ 3 9 ] のように戦時財政との関連での金融史研究が盛んである。わが国でも最 

近 大 倉 [14] [15] の一連の研究にみられるように金融史における戦時財政の意義が強調されつつあ 

るように思われる。他方紙券信用の展開という視点からはH orsefield [ 3 8 ]や 杉 山 [21] が膨大な 

資料を用い，詳細な検討をしている。
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考えていた。H eck sch er [ 3 7 ] は こ れ を “p ap erm on ey  m erca n tilism ” と呼んだ。第二点について 

は，膨大な額の戦費調達の必要は長期債の大量発行をもたらし， それはさらに m on eyed  in terest  
といわれる利子所得者階層をつくりだした。当時この政策がもたらした金融システムは多くの論争 

をもたらした。

チャールズ. ダヴナントはまさにこのような時期にハ。ンフレッティ一アとして活躍し， いまあげ 

たいずれの論点にもかかわっていた。彼の意見は端的にいってしまえば第一点に関しては信用は貨 

幣不足を解決し得るし （4 節)， また第二点に関しては後にみるように反m on eyed  in te r e s t陣営の 

代表的なパンフレッティ一アのひとりであった （5 節）。 このように彼自身の主張点そのものとし 

ては決して当時特異な， もしくは独自性のあるものであったというわけではない。 ここで筆者が彼 

の 「信用」 を論ずるのはその「信用」論自体の独自性を検討したいからではなく， それが当時のほ 

かのパンフレッティーアのそれとことなって，彼自身の統治論という体系のなかで論じられていた 

からである。ほとんどのハ。ンフレットが時論にとどまっていたなかで彼の「信用」論はそうではな 

かった。 それは一定の方法をもったかなり明確な体系のなかで論じられていた。すなわち，彼は富 

の増大のためには賢明な統治が必要と考え， な か で も 「信用」ないし財政とトレイドは重要な統治 

の対象であった。前 稿 [ 1 1 ] で示したように，彼にとってトレイド，財政，鋳貨，戦争といったも 

のは賢明な為政者（s ta te s m a n )によって導かれなければならないものであり， その方法は政治算 

術であった。前稿では主に賢明な統治のなかでもトレイドが扱われ， そ の 「監督と保護」が論じら 

れた。 ここではその続編として彼の「信用」論がその統治論のなかでどのような位置づけにあるの 

かをみたい。彼 の 「信用」観の変調が単なる時論としてのそれではなく，彼の一貫した体系のなか 

でこそむしろ理解できることを確認したい。

ここでは1695年から 1701年までのあいだの時期に限定してみておく。以下まず当時の金融，財政 

の状況を簡単にみて，彼 の 「信用」論を検討し， そしてその特徴がもたらした彼の「信用」観の変 

調をみていく。

2 名誉革命期の金融と財政

1689年にウィリアム三世が即位するとまもなくフランスとの戦争が始まり，戦費は当初短期債に

( 2 )  papermoney mercantilism  については H eckscher [ 3 7 ] ,杉山忠平 [ 2 1 ] を参照。

( 3 ) これに関しては最近政治史，もしくは政治思想史との関連で研究が盛んである。Pocock [49], 
Kramnick [ 4 1 ]参照。またわが国では（1 ) で触れたように大倉 [12] [13] [14] [ 1 5 ] が詳しい。

( 4 ) 当時のハ。ンフレットについては先にも触れたようにHorsefield [ 3 8 ] ,杉 山 [ 2 1 ] が詳しい。杉 

山は多くの銀行設立案をとりあげているが，それらの当時の多くのハ。ンフレットは貨幣不足という 

事態のなかで書かれた時論的色彩の濃いものであった。Letwin [ 4 3 ] は 「科学的」経済分析の萌芽 

をペティ，ノースらに見ているが，広い意味でダヴナントもその一人にあげられるべきだと思われ 

る0
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よってまかなわれてきたが，戦争の長期化につれて，長期の政府借り入れ制度が導入されるにいた 

った。「この公的借入制度は， その発展のはやさと主要かつ副次的な効果の重要性において， まさ 

に 財 政 革 命 （Financial R e v o lu t io n )の名に値するものであった」0
それまでの政府の借り入れは主に短期のそれ，すなわち，割 符 （T a l l y )や 支 払 い 指 図 証 （Order 

of R e p a y m e n t)によるものであった。そしてなによりもこれらに特徴的なのは，流通性を有し，通 

貨としての役割をも担っていたということである。割符とは十二世紀のころからある国庫への貸し 

上げ金の受け取り証であり， それには債務割符 （T allies of L o a n s )といわれる国庫への貸し上げ， 

つまり国庫の債務の証明書で返済財源を固定しないものと，先 取 り 割 符 （T alliis of Anticipation) 
という国庫の収入，つまり租税の先取りの受領証で返済財源を固定するものがあった。やがて両者 

ともに返済財源は固定され，流通手段として機能するようになった。 この返済財源はダヴナントが 

“fund” と呼び， それを充分に備えることを強く主張したものである。 また H o r s e f ie ld は “busi
n ess cred it ’’が不完全なところでは政府の c r e d i tが利用されたとし， その例として割符をあげて 

いる。後にみるように， ダヴナントは割符を貨幣不足を解消する「信 用 （credit)」の主要なものと 

して考えている。 また， 多くの論者がとくに支払い指図証についてしばしば国家紙幣の原型として 

とりあげている。いずれの論者も， もし1672年の国庫停止がなかったならば，少なくとも発券の権 

限を持った中央銀行の設立は遅らされていただろうと推測している。 イングランド銀行の設立の後 

もすぐにすベての紙券流通がイングランド銀行券によって覆いつくされたというのではなく， ダヴ 

ナントが著作活動を展開した名誉革命直後にはイングランド銀行券の他に割符， 内国手形，金匠銀 

行券が流通していた。

ところで近代的な信用制度における銀行券の誕生という金融史的な視点からすればインダランド 

銀行の設立には重要な意味があるし， またたしかに当時においてもイングランド銀行券の登場は大 

きな意義をもっていた。 しかしさらに重要であったその役割は発券銀行としてのそれ，すなわちイ 

ングランド銀行券という紙券の登場ではなくむしろ政府の銀行としてのそれであった。 当時の金融 

と財政を知る上で，我々は，今見たような通貨の状況のみでなく， それと深くかかわり合いながら 

展開した財政政策にも注意する必要がある。例えばイングランド銀行の設立は当時の通貨の状況に 

大きな影響を与えたというより，むしろそれによる長期債引き受けが戦費調達を容易にしたという 

財政上の影響がむしろ強かったことも忘れてはならない。

そしてさらにこのイングランド銀行設立をはじめとする財政革命は社会的にも大きな影響をもた

( 5 )  Dickson [31] p.12.
( 6 ) 割符については仙田 [25] pp.11-15を参照。

( 7 ) Horsefield [38] p.114参照。

( 8 )  Hargreaves [36] 訳 p_9, Clapham [29] pp.11-12 訳 p_15, Show [ 5 5 ]参照。

( 9 )  H orsefie ldはダヴナントの資料をもとに当時の鋳貨，紙券を含めた通貨量をまとめている。Hor- 
sefield [38] p.14, p.256参照。
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らした。財政革命で最大の事件である 1694年のインダランド銀行設立や 1698年の新東インド会社の 

設立は，国家の長期借り入れ政策を側面から援護するものであった。 これらの会社による長期債引 

き受けによって可能となった，政府への長期貸付制度の急速な発展は， 多くの公債保有者= 債権者 

(利子所得者）を生みだし，かれらは m on eyed  i n t e r e s tと呼ばれた。

ダヴナントの著作活動の開始とほぼ時を同じくする財政革命がどのようなものであったかは，長 

期債の急増という数値が示している。債務残高額についてみると， 『公収入交易論』の第一部が出 

された1697年と，露骨なジャントウ批判のパンフレット “T h e  T ru e P ictu re  o f a M odern W h ig” 
の書かれた翌年の 1702年では， それぞれ， 1，452万 2 ,9 2 5ポンドと1 ,2 7 6万7 ,2 2 5ポンドであり，その 

絶対額としてはむしろ減少しており， それが爆発的に増大するのはスペイン継承戦争が始まってか 

らのことであ言。 しかし， その内訳を見てみると，相違点がはっきりしてくる。 1697年の債務残高 

1，755万2 ,5 4 4ポンドの内訳は，短 期 債 （割符）が958万2 ,5 4 4ポンド，長期債が 477万ポンド，一時 

借入金その他 320であり，大部分が短期債や一時借入金などの短期的債務である。他方 1701年の国 

家債務は，合計 1639万5000ポンドのうち，永久債が 967万8 ,0 0 0ポンド， その利払いが 76万 1 ，000ポ 

ンド，有期年金が 288万4 ,0 0 0ポンド， その利払いが31万ポンド，流動債が383万 1 ，0 00ポンド， その 

利払いが 24万ボンドであり， そのほとんどが，永久債や有期年金など長期の債務で， しかもその利 

払い額もかなり大きい。 その比較をすれば，戦後のわずかの時期に長期債務の割合が短期債務に比 

ベてかなり増えていることがわかるし， またそれによって利払いも長期化されることが読み取れる。 

ここから結論されることは， 1697年から 1701年までのあいだにその永続性を与えられた利子生活者 

層，つまり一 階 層 と し て の m on eyed  in t e r e s tが 確立 されたということである。 こ の m on eyed  
in t e r e s tとそれを生みだした財政革命を遂行したジャントウ• ウイッグこそがダヴナン卜の批判の 

対象であり，長期債の累積とそれにともなう m on eyed  in t e r e s tの台頭はダヴナントの著作に影響 

を与え(た。

財政革命はなによりも戦費調達の目的でなされたのであるが， その方法はトンチン式年金など 

様々な形の長期公債の発行であり（ここに “revolution” の意義があるのだが)， その利払いのために 

内国消費税を引き当てとした基金（f u n d )が設けられた。 こうした政府への貸し付けのやり方は 

“fund o f c red it” といわれる。 ダヴナントは “fu n d” ということばを割符の返済の財源として使つ

(10) H argreaves [36] pp.8-10訳 pp.14-16参照。

(11) Hargreaves [36] p_291訳 p.295。
( 1 2 ) 大 倉 [ 1 2 ]参照。これはダヴナントの資料を大倉氏がまとめたものである。このダヴナントの原 

資 料 は [ 5 ]  p.237にある。

( 1 3 ) 舟 場 [26] p.101参照。両者は資料が異なるので単純には比較できないが，その内訳の比率の比較 

は一応可能であろう。

(14) m oneyed in te r e s tとコ一 ト派であるジャントウ• ウィッグとの関連については前稿 [11] を参照 

されたい。
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ているが， ここでいうそれはダヴナントのそれとは異なり，長期債の利払いのための基金であり， 

それは永久化され， さらに公債そのものをさすようになっていった。 このことは後にみるダヴナン 

ト の 「信用」論との関連で注意されたい。

3 ダ ヴ ナ ン ト の 「信 用 」論

ダヴナン卜の「信用」論の特徴はまず第一に，「信用」のなかでも割符がその主要なものであり， 

ダヴナントがいうその「基 金 （fund)」が十分であることが「信用」の健全性の第一条件となって 

いるということにある。すなわちかれのいう「信用」 とは財政と深い関係をもち，賢明な財政によ 

る 「基金」の適切な運営なしには「信用」そのものが危ういとさえいえる。 しかし， それは逆から 

いえば， そうした意味における賢明な財政によって「信用」は十分に活用することができるという 

ことであり， それは彼が財政問題を重要視した最大の理由であると言っていいだろう。実際彼は 

「信用」 という問題を，財政を司る為政者（s ta te s m a n )の統治の問題として論じさせており， ここ 

に彼の統治論の体系の中における「信用」論の位置づけがわかる。 また紙券信用論そのものとして 

も国家財政と深く関わる割符という短期債を「信用」の代表と考えていたという点で，他の多くの 

さまざまな銀行設立案等とは異なっている。

以下ではかれが自らの「信用」論をまとめあげた『公収入交易論』第一部第二考の説明を中心に 

か れ の 「信用」論を説明していきたい。

1695年 の 『鋳貨論草稿』 （M emorial Concerning the Coyn of E n g la n d )や 1696年 の 『信用論草稿』 

(A M emorial Concerning Credit and the M eans and M ethods whereby it m ay be R e s to r e d )で は 「信 

用」の必要性が，戦費の膨張による貨幣不足を解消するためとされていたが，『公収入交易論』で 

はより体系的な議論の中で位置づけられている。そこでは公収入と交易が，いかにうまく運営され 

るべきか， という問題設定の中で，「信用」は， トレイドや収入の基礎として，「巨大エンジン」 と 

して描かれる。彼 が 「信用」 をいかに重視していたかは， 『公収入交易論』の構成からも読み取れ 

る。 そこでは公収入論や交易論をさしおいて，方法論である冒頭の政治算術論の次に「信用」論が 

きている。

彼 は 『公収入交易論』第 一 部 第 二 考 「信用， そしてそれが復興されるような手段と方法につい 

て」 を，「収入や交易について， より詳細に扱う前に，収入や交易がきわめて依存している信用の 

状態についてみておくのも場違いではないだろう」 （[ 5 ]  p .1 5 0 )というようにはじめている。 この

(15) Hargreaves [36] ch .l參照。

( 1 6 ) ダヴナントの「統治」に関しては拙稿 [ 1 1 ]参照。

( 1 7 ) 先にも触れたように当時のさまざまな紙券信用論や銀行設立案に関しては，杉 山 [21] が参考に 

なる。

96  { 604)



ように， ダヴナ ント は「信用」論を，公収入や交易を論ずるための基礎として位置づける。彼は 

「人間の心にあるものすベての中で，信用ほど見事ですばらしいものはない」 （[ 5 ]  p.151) といっ 

ており，「信用」への評価はきわめて肯定的であり，積極的である。彼 は 次 の よ う に 「信用」は社 

会にとって不可欠なものとさえ考えている。「実物のストックで取引をするような商業国民はかつ 

て存在したことがなく， また存在し続けることもなかったこと， そして，互いの信頼や確信が，服 

従，愛，友情，会話のやりとりと同様，人々を互いに結びつけ， そして引きつけるのに必要だとい 

うことを，人々は見いだすであろう。そして，だれにも頼ることができないとき人がいかに弱いか 

ということを経験が教えるとき，人は，互いに助けようとし， そして，隣人の助けに訴え，再び 

徐々に信用を流布するにちがいない。」 ( [ 5 ]  p.152)
さ ら に 「信用」に対する比較的楽観的な態度も読みとれる。「賢明に国務を司ることによって， 

または武勇や戦場での行状によって人々が辱る名声や信望に信用は非常によく似ており， 多くの場 

合ほとんど同じである。有 能 な 為 政 者 （able s ta te sm a n )や，偉大 なる 指 導 者 （great c a p ta in )は， 

何らかの不運や事故，過失，不幸によって，不興を被り，現在の人気や評価を失うが， しかしやが 

て，輝しき値打ちがあり，功績の真の蓄積があるのならば， それは取り戻されるであろう。同じよ 

うに，信用もしばらくは身を潜め， いくつかの困難のもとで難航するであろうが， しかし安全で健 

全な基礎が根底にあればおそらく回復するであろう。」 ( [ 5 ]  p .1 5 1 )これは，後 に 彼 が い っ た 「紙 

券信用は鎮静剤にすぎない」， という悲観的な態度とは全く逆である。つまり，「信用」は確かに， 

脆くて崩れやすいものであるが，いつかは回復するという。

彼は，「信用」の存立のための条件について次のようにいっている。「我々が公人または私人を信 

頼するのを止め ’るのは，我々が彼らの行為に欺瞞や不誠実を感じるとき， または彼らの仕事に見込 

みのないときのみである。 しかし国家の何らかの事故のみによって通常の支払いが妨害されるとき 

や，政府と諸個人が解放されることに最大限の注意を払うとき， そして，すべての要求をみたすの 

に十分 な基 金（f u n d )があることが明らかにされるときには，人々の心は穏やかになり， そして満 

たされるであろうし，相互の便益は，互いに助け合うことの欲求へと人々を導くであろう。 …Z も 

し，過去の，およびこれからの負債が，大きすぎて切り抜けられないというようでなければ， また 

もし，国制のどの部分にも，政 府 へ の 信 頼 （public faith) を侵害されないようにしておく欲求や真 

の努力がはっきり見られるならば， そして最後に， もし， これからつくられる基金が十分であるな 

らば，最近作り出された， そしていまなお静止したままの信用が，単に生き返るだけではなく，現 

在も将来も政府やイングランドの交易部門を有効に助けるほどに拡大されるだろう。」 ( [ 5 ]  pp.151 
- 2 ) こ こ で は 「信用」の回復の条件を， それはあくまで政府への「信 頼 （fa ith )」 としながらも， 

その具体的な証は政府の公信用の適切な運営，す な わ ち 「十分な基金」 としている。

( 1 8 ) 通 常 「基金」といった場合長期債の元本や利払いのためのそれをさすことが多いが，ここでの 

“fund” は割符のそれであって異なるがここではそのまま「基金」 という訳をつかった。“fund”のパ
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そしてそれは政府の「真の努力」によってなされるのであり， もし政府がそうした「努力」 をせ 

ず，人 々 の 「信頼」 を裏切るようなことがあったらどうなるかということを， ダヴナントは次のよ 

うに説明する。「もし国家の負債が限度を越え膨張してしまえば， もし人々の財産 [公債]にまっ 

たく政府の注意がおかれてないと人々がみるならば， もし利子をほとんど払わず， そして将来にほ 

とんど元金を残さないような基金が認可されるのを人々が見いだすとき，…人々はその財産をでき 

るだけ政府の所有から彼ら自身のもとへととりかえすであろう。」 （[ 5 ]  p p .152-3) これは長期債 

政策がダヴナントのいう「基金」 を不十分なものにしてしまったことへの批判である。 このような 

政策は政府への信頼を， ひ い て は 「信用」 を侵害することになる。

このように彼のいう「信用」 は，「政府への信頼」 もしくは公債の「十分な基金」 をその存立条 

件とする。では， なぜ彼はそれほどまでに財政と「信用」の関連を強調するのであろうか。 また， 

「十分な基金」 とは具体的に何をさしているのであろうか。

「国庫は信望を獲得し， そしてこれらの基金にもとづいて取り決められた割符は容易な条件で銀 

行で割り引かれたので， しばらくのあいだ， それらの割符は， もっと良い財源（foundation) をも 

ったときと同じくらいよく通用した。」 ( [ 5 ]  p p .1 5 4 -5 )ダヴナントがこのようにいうとき，かれが 

割符を流通する紙券の一つとして考えていたことがわかる。「今後契約される負債も同じように， 

艦隊や兵器やシヴィル . リストの支払い， または貯蓄や実際に貸される貨幣の返済にむけられるよ 

う提案されるような割符は，毎年利子や元金の一定率を返済していくような財源にもとづいている 

べきである。 もしそうした財源が見いだされ，利用されるならば， それに基づいて取り決められた 

割符は， その分だけ王国の新たなストックとなるだろう。 そして，割符はそれ自身利子付きなので， 

おそらくやがて貨幣それ自体より評価されるだろう。」 （[ 5 ]  p .1 5 4 )こうした財源，す な わ ち 「基 

金」のある割符をダヴナントは通貨として重視し， さらに次のようにいって割符を紙券信用の要と 

して位置づけている。「もし割符がそうした評価や価値をうることができるのなら紙券信用はもち 

ろん復活するだろう。」 ( [ 5 ]  p.154)
このように彼が具体的に想定している「信用」 とは，割符のことであり，当然その流通を支える 

もの，彼のことばでいえば「良い基金」が必要となってくるのである。 となればいま見たように， 

「良い基金」の設置は当然「信用」が維持されるために必要であり， またそれは国家の財政政策に 

強く依存することとなる。 こ こに彼の「信用」論が彼の統治論と深く関わっている理由が見いださ 

れる。彼 に と っ て 「信用」 と い う 「巨大エンジン」 は，彼が富の源泉と考えるトレイドの基礎であ 

り， そ の 「信用」は結局のところ政府の財政政策という為政者の統治の問題に帰着するのである。

、意味についてはH argreaves [36] C h .lを参照。

( 1 9 ) 『鋳貨論草稿』ではそれは政府の「厳正な」管理によって可能であるということが述べられていた。

( 2 0 ) 本来長期偾の基金とダヴナントいうの割符の「基金」とは別のものであり，そうしたことへのダ 

ヴナントの理解がここでは不明瞭である。ダヴナントの「基金」の解釈の混乱については5 節参照。
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彼 に と っ て 「信用」は， トレイド一「信用」一財政一統治という連関の中に組み込まれているから 

こそ重要なのであり， また統治論の対象となったのである。 だからこそ彼は「信用」 を論ずるべき 

ものと考えたのであろう。 これは当時の時論的なパンフレットにある「信用」論とは一線を画す。 

彼は次のようにいう。「信用の復興は，大衆が自らを解放するためにとるべき方策にのみ依存する 

だろう。」 ( [ 5 ]  p .1 6 4 )「信用の回復は，基本的に，事態を堅固に安定させるような方策に依存して 

おり， それに対して，人々の権利や自由を永遠に安全にするような健全な法律が， よく貢献するだ 

ろう。」 ( [ 5 ]  p.165)
こうして彼は，事態が結局は政府の財政政策に依存していると考え，第三考以下で，その具体的 

処方策を詳しくとりあげていくことになる。す な わ ち 『公収入交易論』では富をもたらすトレイド 

の 基礎となる「巨大エンジン」 と し て 「信用」 を位置づけ， そ の 「信用」が実は公収入という財政 

上の問題に帰着されることを示し， したがって彼は第二部でトレイドについて語る前に第一部で公 

収入を論ずる必要があったのである。彼 は 『公収入交易論』第一部第一考で政治算術を「よき統 

治」のための手段としてとらえ， それ以下で政治算術を用いてその「よき統治」 を論ずるとしてい 

た。 その直後の第一部第二考にくる「信用」の問題はまさに彼の統治論の要であったといえる。

ところで彼の「信用」に対する態度は，ある時期を境にかわる。す な わ ち 「信用」の導入に肯定 

的なペイパーマネ一•マ一カンティリストから，「信用」にたいして批判的なカントリ . 八ンフレッ 

ティーアへと。彼の こう した 「信用」観の変調こそが，何よりも，彼 の 「信用」論と統治論との関 

連の特徴を表わしている。彼 の 「信用」論が政府の財政に深く依存しており， したがってそれが統 

治の問題として考えられていたためにこそ彼の「信用」観の変調がおきたのだといえる。以下では 

その様子を見ていく。

4 ペ イ パ 一 マ ネ 一 • マ 一 カン ア ィ リ ス ト としてのダヴナント

1695年 の 『戦費調達論』 （[ 1 ] ) から 1697-8年 の 『公収入交易論』 （[ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ] ) にいたるま 

でのダヴナントの場合，彼 に と っ て 「信用」の必要性は，主としてトレイドに対する貨幣不足の解 

消であった。貨幣不足の解決策として紙券信用を提案したという点で， ダヴナントはペイパ一マネ 

— • マーカンティリストであるといえる。 ダヴナントは理想的な貨幣が貴金属貨幣であることを認 

めつつも， それが不足する場合に紙券信用が有効であることを強調する。そしてダヴナントはその 

主張をロックやラウンズらによる改鋳論争の中ではじめて行った。 それが1695年 に か か れ た 『鋳貨 

論草稿』 （[ 2 ] ) であり， ここではじめて彼の「信用」論が登場する。

( 2 1 ) これについては大倉 [ 1 2 ]参照。

( 2 2 ) 彼の政治算術とその統治論の関係については拙稿 [ 1 1 ] を参照。またそこではトレイドと統治の 

関係について論じておいた。
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Appleby [27] pp_45-6参照。 

Locke [44] p.148訳 p.142. 
Ibid” pp.148-9 訳 pp_142-3. 
Lowndes [46] p.206.
Ibid.，p.40.
Ibid., p.44.
Ibid., pp.42-3.

改鋳論争およびそれと紙券信用の関連については次のようにまとめることができる。 この論争の 

原因は貨幣不足にある。 ウイリアムの戦争下にあったイギリスはフランダースの軍隊に送金をしな 

ければならなかったという短期的な理由と，金と比較した銀の過少評価， そして銀鋳貨の削り取り， 

またその対策として1663年以降に鋳造された縁付き鋳貨の溶解， そして輸出という長期的な理由の 

両方によってイギリスの銀鋳貨は国外流出へとむけられていた。短期的な要因はイングランド銀行 

設立を中心とする一連の公信用制度の確立によって解消されたといえるが，改鋳論争の課題は貨幣 

不足のもう一^^の原因，つまり鋳貨状態の悪化にあった。

この論争のなかでロックは次のようになげいている。「鋳貨の溶解」 と 「我国の地銀の搬出…こ 

れらは，われわれがどうもその被害を受けているのではないかと考えられる二つの不都合である」。 

ロックはこれに続いて次のようにいっている。「しかしそのいずれも，提唱されている貨幣の〔呼 

称の〕変更によっては，少しも除去されたり阻止されたりしないであろう。」「わが国の貨幣をわが 

国に保持するのは，あるいは保持することを可能にするのは，… もっぱらわが国の貿易差額のみに 

依存しているのである。」 このようにロックは銀の海外流出阻止策として貨幣価値引き上げではな 

く，貿易差額を稼ぐことをあげている。

他方ラウンズは，貨幣価値引き上げが必要である理由を次のように説明する。「鋳貨における銀 

の 額 面 価 値 （Extrinsick V a l u e )が地金での銀の価格より低ければいつでも，鋳貨は溶解されてき 

たし，溶解されるであろう。」 さらに彼は，いまのままの状態では鋳貨はなくなるまで溶解され， 

輸出されると指摘している。 ここで彼が意図するのは決して地銀の市場価格を上回る鋳貨の額面価 

格ではなく，両者の一致である。彼によれば，「も し 鋳 貨 で の 銀 の 価 値 が （額面上の名称変更 

(Extrinsick D en o m in a tio n )によって）地金での同じ銀の価値， または市場価格以上に引き上げられ 

れば」そのとき詐取がわれることになり， またもし逆であれば，溶解が生じることになる。

このように両者の違いは銀の海外流出にいかに対処するかという点にあり，かたや貿易差額によ 

るしかないといい， かたや貨幣価値引き上げを主張する。 しかし， ラウンズの場合にも，国際的に 

みたイギリスの銀の高騰は負の貿易差額による銀の海外流出によるものであり，真に銀の海外流出 

を防ぐためには銀の価格を下げるべく貿易差額をプラスにするしかないことを認めていすなわ 

ち両者いずれも貨幣= 銀と考え， その海外流出を防ぐのは貿易差額をプラスにすることしかないと 

いう点では一致しているといえる。

23)
24)
25)
26)
27)
28) 
29)
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ではこのとき彼らは紙券信用をどのように考えていたのか。 ロックはイングランド銀行設立を推 

進したウィッグの理論的代弁者であったにもかかわらず， その紙券信用に対する立場はきわめて否 

定的なものであったといえる。 ロックの紙券信用に関する見解は次の引用によく現れている。「信 

用は，貨幣の不足をしばらくの間幾分かは埋め合わせるであろう。 しかし信用はある限られた時間 

内に貨幣が受け取れるという期待に他ならないので，貨幣を手に入れなければならず， さもないと 

信用は破産するであろう。」 これはかれの貨幣観からみて当然の帰結といえる。つまり彼が貨幣 =  
銀とみなす限り，いかなる貨幣代替物も認められないのである。銀以外の貨幣代替物が認められな 

い限り，貨幣獲得は銀獲得を意味し， それは貿易差額によるしかないことになる。

ラウンズも同様に紙券信用には批判的である。かれは，改鋳のあいだ削損貨幣に対して出される 

手形をのぞい (て，貨幣不足が，「どうみても危険である紙券信用」 をもたらすという懸念を抱いて 

いる。 そこではなぜ紙券信用が「危険」なのかについては書かれていないが，彼の案の目的が貨幣 

不足対策としての銀貨幣の流出の阻止にあり， それは逆にいえばかれもロックと同様に貨幣= 銀と 

考えていたことを示すともいえる。

つまりロックもラウンズも貨幣ニ銀と考えており， このことこそが紙券信用の拒否をもたらした 

のであろう。 これに対してダヴナントは貨幣不足の解決策として紙券信用を積極的に推奨した。

『鋳貨論草稿』や翌年に書かれた『信用論草稿』 （[ 3 ] ) は 『公収入交易論』 でまとめられた彼の 

「信用」論の準備草稿ともいえる。 しかし両草稿では『公収入交易論』 よりも，「信用」の必要性の 

理由として貨幣不足がより前面にだされ， またその貨幣不足の原因としてのm on eyed  m e n もしく 

は u s u r e r ,すなわち高利貸が強く非難されている。 しかし両論点は著作ごとの論調の相違がある 

とはいえ，いずれの著作にも一貫しているものであり， ダヴナントの「信用」論にとって貨幣不足 

そしてその原因たる高利貸し批判は重要な要素であったといえる。以下， こ の 点 を 『鋳貨論草稿』， 

『信用論草稿』 を中心にみていきたい。

『鋳貨論草稿』でのダヴナントの主張はロックともラウンズとも異なっている。それを簡単に要 

約すると以下のようになる。 まず第一に，貨幣価値はその自然的 • 内 在 的 価 値 （Naturall and Intrin- 
sick V a l u e )によって決まるのだから， ラウンズが提案する（ダヴナント自身は名指しはしていな 

いが）貨幣価値引き上げは， なんら有利なことはなく，むしろ内外の産業，国王の収入， また地主 

に対して悪影響がある。第二に， ロックのいう改鋳案はどうかというと， これも大きな費用がかか

(30) Locke [45] p.15訳 p.239.
(31) Lowndes [46] p.249.
(32) Ibid., p.215.
( 3 3 ) これは，ダヴナントの言葉によると，「長い間の習慣（Long C o s to m e )や一般的同意（Common 

C o n se n t )によってすべての取引がそれによって行われるところの操作から生じる。」（[ 2 ]  p.15) 
また，この内在的価値の定義はロックのそれとほぼ同じである。Locke [44] [ 4 5 ] 参照。

(34) [ 2 ] p .l9.ff.参照。
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るし， それをなにも戦時に行うことはなく， そ の 分 は 「信 用 （cred it)」一 T a lly e s , B an k  B ills, gol- 
d sm ith sn o tes— で補えばいい。第三に， この悪鋳貨のままで戦争は可能かという問題に対しては， 

こ れ も 「信用」の有効な利用によってのりこえられる。第四に，平時になるまで何をすべきかとい 

うと，元来自由にしておくべき外国貿易であるが，戦時においては，全般的貿易差額の監視によっ 

て保護すべきである。

ダヴナントはこの著作の中で貨幣価値の引き下げにも，引き上げにも，すなわちロック案もラウ 

ンズ案も批判し，戦時の貨幣不足という事態を「信用」によって切り抜けるべきとしている。すな 

わちダヴナントが「信用」の必要を論じる第一の理由は貨幣不足であり， それはそこに現存する貴 

金属量によっては解決できないと考えたことにあるといえる。

ところで， その貨幣不足の原因はここではおもに戦時下でのマイナスの貿易差額とされているし， 

またこのことは後に至っても重視されるのであるが， ダヴナントはまた m on eyed  m e n に対する 

批判もしている。

戦時における改鋳の費用の負担をめぐる議論のなかで，“m on eyed  m en ” と “landed m en”が対 

立的に論ぜられている。後 者 に は 「この間ずっと戦争の負担がかかって」おり，「国庫との取引に 

よってこれまでその資産を増やしてきていたm on eyed  m e n を，landed m e n を犠牲にしたまま放 

っておくのは理にかなっているとはほとんど思えない」。 また，土 地 所 有 者 （owners of Land) は貨 

幣 所 有 者 （owneres of m o n y )に比べて，下院でより大きな勢力を持っているのに， それは公正に 

判断されていない ( [ 2 ]  p.31)。
ここでいうm on eyed  m e n が， 1694年のイングランド銀行設立によって生み出された長期債保有 

者， もしくはその利子取得階層，すなわち後にダヴナントが批判する m on eyed  in t e r e s tをさして 

いようと， も し く は 『信用論草稿』 でしばしば “m on eyed  m en  or usu rer”として批判される高利 

貸しのことをさしていようと， この時点ではm on eyed  m e n 批判が，後のダヴナントのように「信 

用」にたいする批判と結びつくことはない。む し ろ 「信用」は貨幣不足の解決策として全体を通じ 

て積極的に提唱されている。 ここでの m on eyed  m e n への批判は，地主中心の議会を無視したモン 

夕ギュウらジャントウ • ウイッグの，改鋳政策の推進に対する批判と重ね合わされており，後に顕 

著になってくる公債保有者階層としてのm on eyed  in te r e s t批判とは一線を画している。

この著作ではダヴナントは公債問題をそれほど危機感をもってみているとはいえず， この点では 

『信用論草稿』や 『公収入交易論』 とさえ異なっている。そもそも， こ こ で は 「信用」は貨幣= 鋳 

貨を補足するものとしてでてきたのであり， しかもそれは平時に改鋳するまでの臨時手段としてで 

あったのであるから，『公収入交易論』でみ たよ うな 「信用」の 「基 金 （fund)」に対する危機感を 

示すまでには至っていない。後に彼が償還のための国庫の「基金」が，その少なさを危惧して使っ

( 3 5 ) 後にダヴナントをはじめとするカントリ• パンフレッテイ一アたちが批判するmoneyed interest 
がいったいどのような人々によって構成されていたかに関しては次節を参照。
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た言葉， 「わず か な基 金 （rem ote fund)」は， ここではそれを具体的に構成する削損貨幣を表現す 

る。 しかし，彼によれば，「信用」の 「基金」は む し ろ 「評 判 （reputation)」によってよりおおく 

支えられるものであり，「貨幣が悪質であることは， そ れ 〔「信用」〕 をなんら傷つけない」 （[ 2 ]  
P.42)。かれは， さらにこれを，“publick  fa ith ” という言葉でも表現する。

従って， この段階のダヴナントは，翌 年 の 『信用論草稿』， さらにその次の年の『公収入交易論』 

にみられるような，「信用」の 「基金」に対する危機感は抱いておらず，そこには彼がこの著作の 

はじめの方でみせた， この戦争によって「政 治 体 （Body P olitick) は消耗熱や熱病ほどにも出血を 

することはない」 （[ 2 ]  p . 6 ) という楽観的態度が投影されている。 さらに彼がこの著作で提案する， 

状況への根本的解決策は，結局のところ次の引用からみられるようにトレイドの改善にあるので 

ある。「トレイドが良くなるまでは， コインを正しくしようというすべての試みは無駄で，成果が 

でないし，効果なくさらなる貧困と衰弱がもたらされる。 そして，賢 者 （W isdom of m en) , また 

は自然のコースによってトレイドが縛われれば，地金は我々のところに入り，国民の公的•私的ビ 

ジネスになんら混乱や負担なしに貨幣は調整される。」 ( [ 2 ]  p.13)
しかし，『鋳貨論草稿』 （1695年11月）か ら 半 年 後 の 『信用論草稿』 （1696年中ごろ）にかけて彼の 

見解は多少の変調をみせる。 その背景は次のように想像される。 『鋳貨論草稿』は，確かに枢密院 

で報告されたものの， そのときにはすでにロック案による改鋳は決定しており，翌年 1696年にはそ 

れは実行にうつされた。H o r s e f ie ld の資料によると， 1695年 12月には総流通通貨量（紙券も当然含 

めて）が2 5 ,6 m illio n  ( うち旧削損貨幣l l ，O m illio n )あったのが， 1696年 6月には 1 6 ,5m illion  (うち旧 

削損貨幣2 ,0 m il l io n )に 激 減 し （ちなみにその後もしばらく通貨量は漸増するにとどまる），当然これは 

ダヴナントの関知するところであったろう。 このような背景のなか，かれは当然貨幣不足をより真 

剣に受けとめ，批判を m on eyed  m e n にむけた。

『信用論草稿』は， 『鋳貨論草稿』の議論を受けてはいるものの， そ こ で の 「信用」論の展開は事 

実 上 『公収入交易論』のそれと同じである。ただ， 『公収入交易論』の場合，「信用」はすでに現実 

に運用されてきている「巨大エンジン」 として， その導入の必要の理由はあまり明確ではない。 し 

かし， 『信用論草稿』では上述の背景ゆえに， そこでは貨幣不足から議論は始まり， それはなによ 

り も 『鋳貨論草稿』から引き続く貨幣不足という差し迫った現実問題に対する解答という形で「信 

用」が導入される。『公収入交易論』で も 『信用論草稿』での貨幣不足論とほぼ同じ文面がみられ 

るが， こ れ は 「信用」 を全国隅々まで行き渡らせるべきことを説明する文脈で登場するのであり，

( 3 6 ) トレイドの改善の必要は『公収入交易論』の第二部でも『鋳貨論草稿』 と同じ論調で繰り返され 

る。またこれに関しては拙稿 [ 1 1 ]参照。

(37) W addell [55] p.52参照。又，改鋳の時の事情については，Appleby [27], K elly [40], Laslett
[ 4 2 ] が詳しい。

(38) Horsefield [38] p.14.
( 3 9 ) ダヴナントは貨幣不足の結果次の三つを予想している。第一に，地代，地価の下落。第二に，外 

国貿易と国内製造業の衰退。第三に，租税の不足と国王の収入の減少。Davenant [ 3 ]  p_70ff•参照。
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「信用」の必要性の問題とは直接関係ない。 それは次のようなことである。「以前は， イングランド 

の富は，最近よりもずっと平等に行き渡り， そして王国のそれぞれの地方は， より大きな割合で富 

をもっていた。 …/ しかし次第に， この四十年のあいだに，住民，富，国民の取引はこの大市に 

集中してきた。 ロンドンがほとんどすべての銀正貨の所有者であるとは，今日まで決していわれた 

ことはなかったが， しかし， それが現状であるのではないだろうか。 というのは，新しく鋳造され 

るために地方から国庫へともたらされたすべての貨幣は，地租， 内国消費税， またはその他の部類 

の収入として持ち込まれたものであり， ごくわずかだけが，地方のそれぞれの個人の資産となった。 

削損貨幣の残りは， この都市の銀行家や商人や m on yed  m e n の貸付によって持ち込まれた。そし 

てよく調べれば解るが，地方は，漸次国庫から発行される新しい鋳貨からなんの利益も受けなかっ 

た。」 ( [ 3 ]  pp.73-74 ; [ 5 ]  p p .1 58 -1 6 1 .この部分は両文献において，誤字など以外はまったく同じで 

ある。）つまり， この， ロンドンへの貨幣の集中という点でのm onyed  m e n 批判の文章が，『公収 

入交易論』では先に述べたような文脈で使われ，他方， 『信用論草稿』では，次のような文章を導 

き出すのである。「貨 幣 所 有 者 （monyed m e n )や 高 利 貸 （u s u r e r )に貨幣の保有を止めさせ，彼ら 

の現在の利得を放棄させるには，貨幣のかわりになにかを作り出す以外によい方法はないように思 

える。 … これは紙券信用 paper c r e d i tを復興するよう努力することによってしかなされない。」 

( [ 3 ]  p.75.)
こうして， ダヴナントの「信用」論は，m on yed  m e n 批判の文脈から導出されてくるのである。 

しかし， ここでの m on yed  m e n とはむしろ貨幣所有者 （owners of m oney), または貨幣の独占者 

という性格が強く，債権者 = 公債保有者という意味でのいわゆる m on eyed  in t e r e s tとはちがうよ 

うに思われる。 したがって， 『信用論草稿』には， シティの人間という意味で， またジャントウ派 

の改鋳によって利する貨幣所有階級という意味で，たしかに m o n ey ed  in te r e s t批判はあるものの 

公債保有者批判ではない。

と は い え 『信用論草稿』では累積債務に対する批判，解決策はその重要な課題となっている。す 

なわちこの著作では，彼 の い う 「信用」が 「基 金 （fund)」に大きく依存しているということ， そ 

してその充実こそが「信用」にとって不可欠であることが明確にされている。 これは先にみた『公 

収入交易論』 とおなじであり， ま た そ の 「信用」論の草稿的な役割をはたしている。

いずれにせよこの時期のダヴナントのm on eyed  m e n 批判にしても，「基金」に対する危惧にし 

ても，「信用」そのものへの批判にゆきつくものではなく，彼の主張の眼目はむしろ「信用」の必

( 4 0 ) 十六.七世紀イングランドの経済成長におけるロンドンの役割はすでにF . J . フイッシャーによっ 

て指摘されていた。かれによるとこの時期にさまざまな理由によって多くのジェントリがロンドン 

にすむようになり，かれらの「街示的な消費傾向」は奢侈品取引を拡大したのみならず，娯楽施設 

や住宅などにたいする需要をもたらした。Fisher [34]
( 4 1 ) カンティロン [ 2 8 ] は 『商業試論J の第二部第五章で貨幣が首都へ集中する理由として，家屋税 

や消費税や地方の首都に対する債務をあげている。
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要性を説得することであった。

5 カ ン ト リ • パンフレッティ一アとしてのダヴナント

『鋳貨論草稿』， 『信用論草稿』，『公収入交易論』 でのダヴナントは，貨幣不足の解決策として 

「信用」の導入を主張する，ペイハ。一 マ ネ ー .マ ー カ ン テ ィ リス卜であった。 しかしその後彼の「信 

用」に対する態度は一転し， またそこでは深く政治的色彩を帯びてくる。 またそれは彼の経歴とも 

かかわっているので，以下ここで扱っている時期の彼の政治的略歴を簡単にみておく。

名誉革命後新しい内国消費税委員会に選ばれなかった彼は， その後も様々な行政官としての職を 

得ようとするが，すべてモンタギュによって阻止されてきた。 そこで彼は処女作『戦費調達論』に 

よって世にうったえでる。 その後彼は同じくモンタギュらコート派であるジャントウ•ウィッグの 

大改鋳などの政策に対する批判を目的に 1695年から 1696年 に か け て 『鋳貨論草稿』，『信用論草稿』

を記す。 1696年に，『東インド貿易論』 を記すが， その内容は直接的に政治的なものではないが， 

彼が擁護したのは旧東イン ド会社であり，いわばその敵である新東イン ド会社にはジ ャ ン トウが関 

わっており， よってこの著作もある意味ではジ ャ ン トウ批判の一翼を担っていたといえる。 1697年， 

リズウィック条約によってようやく九年にわたるウィリアムの戦争が終わると， ダヴナントは新た 

に人材が必要になると考えたのか，彼は二つの長い著作をかく。つまり 1697年と翌年にだされた 

『公収入交易論』， 1699年 の 『貿 易 差 額 論 （An essay upon probable M ethods of m aking a People 
Gainers in the Balance of T r a d e ) J である。 この1699年の著作は基本的に『公収入交易論』の内容 

をまとめなおしたものといえるが， しかしその論調には相違がみられる。そしてこの年1699年を境 

に彼の著作はもっぱら政治的になっていく。 しかし， なによりも彼のウィッグ批判は 1701年にスぺ 

イン分割協定をきっかけに書かれた三つの “E ssa y s” と，やはり同年に書かれた “T h e  T ru e P ic 
ture of a M odern  W h ig” において著しい。

ところで1699年以後の彼の政治思想はカントリ派のそれであった。 その政治思想の図式は次のよ 

うなものであった。 トレイドは戦争をもたらし， それが信用，つまり公債によってまかなわれ， こ 

こ に 「職 業 的 な 債 権 者 （professional c r e d ito r )の階層」で ある m on eyed  in t e r e s tができる。 この 

とき政府は議会から独立に戦費を調達できることになり，最終的な利払いの負担をせおう債務者た 

る 地 主 （landed in te r e s t )主導の議会は無能になり，政府は貨幣に依存し，議会を腐敗させ，かく 

て国制は崩壊する， という図式である。 ここではむしろトレイドとか信用といった「新しい秩序」 

にたいしては批判的な立場が示され， とくに m on eyed  in t e r e s tを生みだしたイングランド銀行に

( 4 2 ) 以下の彼の経歴の説明については，W addell [55] [ 5 6 ]参照。

(43) Waddell [56] p.281参照。
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よって代表される「信用」は，激しい攻撃にさらされた。

ところでここでいうm on eyed  i n t e r e s tとは， ダヴナントが『信用論草稿』 で批判していたm on- 
eyed  m e n や u s u r e rとは異なるものである。確かに両者が実際上重複することはあったとしても 

その性質は全く異なるものであった。m on eyed  i n t e r e s tとは財政革命によって作り出された階層 

であった。D ic k s o n によると， この長期借り入れ制度における貸し手，つまり債権者は一定の特徴 

を持った一つのグループをなしており，ほとんどがロンドン在住の個人投資家であった（やがて機 

関投資家が増えていくが，少なくともここで扱っている時期には）。すなわちその主要部分はロンドン 

のブルジョアジ一（bourgeoisie)，つまり外国貿易の大商人（m e r c h a n ts )や金融家，小口投資家と 

しては内国商人（t r a d e s m e n ) ,職人，熟練工であった。 当時の批判の対象とされたm on eyed  in ter
est とは前者， 大口投資家たる大商人や金融家のことであり， その他の小口投資家には寡婦や孤児 

などの弱者も含まれていた。かつては大儲けによって成り上がった大商人たちはその投資対象とし 

て安全な土地を選んだ。 しかし土地からの収益が次第に減少するにつれて，かれらはそれに代わる 

安全な投資先をシティに見い出したのである。H a b a k k u k によれば，「国債が発行されるまで一と 

いえば十七世紀ということになるがーは，大所領を抵当にとるのが，知られている限りほとんども 

っとも安全な方法であった。 ところが十七世紀の終わりには，広大な，新しい投資の分野が，政府 

の債券売り出しによってひらかれた。 これは安全で， しかも同時に利益の多いものであった。••.一 

六四〇年には，遺産を残すにしても土地に投ずべしとの遺言をつけ，将来子弟の用にあてるために 

土地財産の形で残した商人たちも，十八世紀初頭には，遺産は国債に投資すべしと遺言したもので 

ある。」 こうして成功した商人は「証 券 • ジェントルマン」イ匕し，かれらを中心にm on eyed  inter - 
e s t は形成されていったのである。つまり， 多大な富を持ち， その投資先に行き詰まった成り上が 

り商人たちが，名誉革命体制によってもたらされた， シティの新たな投資先へ集まってきたという 

わけである。 この新たな投資先は革命以前のそれとは違って，国庫停止という災難に合うこともな 

い，安定したものとみなされていた 0 このように m on eyed  i n t e r e s tとは， コート派であるジャン 

トウ • ウィッグが押し進めた長期債と深く関わっており， それはカントリ派の激しい批判にさらさ 

れた。 そしてそのカントリ . パンフレツティーアの一人がダヴナントであった。

ところでそのカントリ . パンフレツティ一アであるダヴナントは， 1699年以後 m on eyed  in terest 
と， それに深く関わるものとしての「信用」にたいして批判的な態度をとるようになっていった。

まずこの図式らしきものは 1699年 の 『貿易差額改善論』 （[ 8 ] ) においてすでに登場していた。

(44) civic h u m an ism と， コート派とカントリ派，moneyed in te r e s tと landed in terestの関係につい 

ては拙稿 [ 1 1 ] を参照。

(45) Dickson [31] p.302参照。

(46) Habakkuk [35] p_12訳 pp.33-34参照。

( 4 7 ) 川 北 [ 1 7 ]第10章 「「疑似ジヱントルマン」の諸形態」参照。
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そこでは政府の発行した公債をめぐる債券者と債務者の区別が明確にされている。 ダヴナントがい 

うには，「今のイングランドのように，ある人々が他方の人々に税を払っているようなすべての国 

民について疑いなくこの区別がなされる。債権者は政府と取り引きする銀行， あらゆる貸し手， さ 

らにイングランド名で国家に金を貸している多くの外国人である。借り手は， その地代の五分の一 

ないし六分の一が年々の国の業務の抵当にされてしまっている地主（landed m e n )である」 （[ 8 ]  
pp.296-7)。 さらに続けてダヴナントはこうした状況を批判する。「このようにほとんど全イングラ 

ンドは正確に債務者と債権者に分けられ， これは長く費用のかかる戦争の間不可避である。 しかし， 

疑いなくこの区分を長く続けさせることは賢明でも安全でもありえない。」 （[ 8 ]  p.297) またそれ 

とは関連つ•、けられていないもののそうした公債の発行の原因たる戦争の遂行を押し進める好戦主義 

的な党派としてのコート， それに反対の立場をとる党派としてのカントリがえがかれている。 また 

この著作は基本的に1698年 の 『公収入交易論』の要約または解説の意図をもってかかれたのであり， 

したがってトレイドにたいしても積極的であるが， し か し 『公収入交易論』 できわめて重要視され， 

トレイドの基礎として位置づけられていた「信用」に関する議論がほとんどされていないことも示 

唆的である。

1701年になるとダヴナントは “T h e  T ru e P ictu re  o f a M odern W hig" ([10] ) というきわめて論 

争的なハ。ンフレットを書いて， コート派である “モダーン . ウイッグ” すなわちジャントウ.ウイ 

ッダをカントリ派の立場から批判する。 ダヴナントは “モダーン . ウイッダ”に次のように言わせ 

ている。「我々の党派は長く，血みどろの，費用のかかる戦争によってしか利益を得られない」 

([10] p.134)。 これは単なるジャントウ派の好戦主義への批判ではなく，戦争によって生み出され 

た長期債によって利益を得ていることに対する批判である。引 き 続 い て “モダーン • ウイッグ”は 

名誉革命後富んだのに対し， “オールド • ウイッグ”すなわちカントリ派は熱心なウイッグであるに 

もかかわらず状態は悪化しているという。 オールド • ウイッグが原理におけるウイッグなら，モダ 

— ン . ウイッグはインタレストからのウイッグであるとされる。 こ う し た “モダーン . ウイッグ”
のもたらしたものは，新しい租税と， イングランド銀行と，新東インド会社であったとしている。

1701年には三つの “E ssa y s” も書かれたが， な か で も 『勢力均衡論』“A n E ssa y  upon the B a l
an ce o f Pow er" ( [ 9 ] ) で は 「信用」が明確に批判されている。 この著作は， 1700年のスペイン分 

割協定によって， フランスの権力が大きくなり，「普遍君主国」が作られることになり， これによ 

ってヨ一口ッハ。の勢力均衡が崩されることを懸念して書かれた。 この著作の中で彼は次のようにい 

っている。「我々の自由の基礎そのものが，大胆な企てによって攻撃を受けてきた。その企てとは， 

最近， この證会の議員選挙において，選挙区を買収するというものである。 … / 何年ものあいだ， 

選挙区の買収はそこここで企てられてきたが，今回ほど不満の声が高まったことはなかった。いま

(48) Davenant [10] pp_137参照。

(49) [10] pp.145-6参照
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や，東西南北からその叫びは聞こえる。/イングランド銀行や新東インド会社の巨額の債権をもっ 

ている人々は， こうした事態においてとくに非難されている。 --ゾこの種のすべての会社が選挙へ 

影響を与えるのを防ぎ，干渉して，用心しようではないか。 イングランド銀行，新東インド会社が， 

イングランドの国制や自由に対立する彼らの in te r e s tや強さを結集するようなことがみられない 

ようにしようではないか。」 ( [ 9 ]  pp.326-327)
これは，ある意味では典型的なカントリ図式にのっとったコート批判，m on eyed  in te r e s t批判 

である。 こ こ で 「債 権 （s to c k s )」 として表現されているものは，政府が戦費調達のためにとった 

長期債政策の結果もたらされたものであった。 ここでは， “m o n ey ed” という言葉こそつけられて 

いないが， “in tere st” の示す意味は，”m on eyed  in tere st” であり， ここではそれへの批判が，「国 

制」や 「自由」の擁護というカントリ • イデオロギーと結び付けられている。

彼は， さらにつぎのようにいっている。 「in te r e s tや c o u n s e lsに結集する人々が，地 主 （landed 
m e n )の選挙区において， その権力を地主ととって替えてしまうようなことがないように，立法権 

は注意することが望まれる。 というのは， もしそうなれば，我々の国制はまったく変わってしまう 

だろうし， もはや真の代議制ではなくなってしまうからであり， また， この王国の本当の強さは土 

地にあるからである。土地は， トレイドへの我々の関心や，ストックや割符によって得られると考 

えられている新しい富n ew  w e a l t h よりも，ずっとすぐれているのであり， もっと考慮されるべき 

である。」 ( [ 9 ]  p.328)
ここではストック= 公債批判のみならず，かつて彼がもっとも重要であると考えたトレイドや， 

「信用」論 で そ の 「信用」の主要なものとして推奨した割符までもがここでは批判の対象になって 

いる。たしかに彼が批判するm on eyed  in t e r e s tは長期債がもたらしたものであり，批判すベきは 

短期債である割符ではなく，長期債にある。 それなのになぜ彼が割符を批判したのかという理由は， 

さ きにみた『貿易差額改善論』のなかに見いだされる。彼は国民が債務者と債権者に分かたれるこ 

とを説明するなかで，次のようにいう。「国家が大きな額を借りるとき， そしてさまざまな基金 

( fu n d s )にもとづく割符を発行するとき，ふつう政府が借金しているといわれる。 しかし，実際に 

はそうではなく， より正確にいえばこれらの基金は一国を二つの階層即ち債権者と債務者に分けて 

いるのである」 （[ 8 ]  p_296)。彼が見ている債権者と債務者という階層は財政革命によってもたら 

された長期債がつくりだしたものであり，本来短期債である割符は関係ない。 ところがこの文面を 

見る限り彼は債券者という利子所得者階層，すなわち m on eyed  in t e r e s tをつくりだした原因とし 

て割符をも考えていることがわかる。 このことは長期債の累積という公信用制度への不満が，元来 

それとは一線を画されるべき紙券信用にまでむすびつけられてしまっていることを示している。 こ

(50) c o u n se lsとはコート派主導のcouncil of tr a d eをさすと考えられる。彼は，例えばEssay on Pub- 
lick Virtue [ 4 ] で c o u n c ilとco u n se lを混ぜて使っている。このことについては拙稿 [11] 注

(48)参照。
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こにも，のちに述べるように，彼 の 「信用」論の特性がでている。彼 の い う 「信用」が割符という 

一種の公債をその主な内容としていたために，公 信用 制 度 が 「信用」そのものへの批判へと結びつ 

きやすくなってしまうのである。

かくして彼は “paper cred it” を次のように批判する。「大賛辞でもって， 自慢げに作り出された 

紙 券 信 用 （paper c r e d i t )がもたらしたものは，国民を寝静まらせたことでしかない。 … それは， し 

ばらくのあいだ患者を静める鎮静剤ではあるが，病気を直すことはしない…。 この架空の富は，突 

然の大惨事のショックに耐えられるのだろうか。」 （[ 9 ]  p _ 3 2 9 )こうした紙券信用への批判は，『公 

収入交易論』に至るまでのダヴナントには想像し難いものである。

6 ダ ヴ ナ ン ト の 「信 用」論とその特徴

このようにダヴナントの「信用」観は 1699年前後を境に大きく変化する。 それぞれを見てみれば 

はじめがペイハ。一 . マ ネ 一 . マ一力ンティリストのひとりとして「信用」に対して積極的であり， 

その後は典型的なカントリ.パンフレッティ一アとして「信用」に批判的になる。 それは単なる時 

論にながされた日和見的な論者のようにも見える。 しかしそれは必ずしも彼の「信用」論が変化し 

たとか，一貫していなかったことを示しているのではない。むしろそこでは彼の統治論の一部とし 

て の 「信用」論が基底に貫いているといえる。彼 の い う 「信用」 とは主に割符であり， その管理は 

為政者の役割とされている。先にも見たように， ダ ヴ ナ ン ト の 「信用」論 で は 割 符 の 十 分 な 「基 

金」は 「信用」の健全性を意味し， その維持は為政者の役割とされている。逆にいえば為政者がそ 

の仕事をなまけ，割 符 の 「基金」が不十分になれば，「信用」そのものも不健全になるといえる。 

いわばこの後者の状態が1699年以降のダヴナントの「信用」観であるといえる。 2 節で示したよう 

に， 1697年から 1701年のあいだに財政革命はイングランド銀行や新東インド会社を通じて膨大な量 

の長期債をもたらし， その利子支払いは国家財政をきわめて悪化させ，m on yed  i n t e r e s tという利 

子所得者階層間で作り出した。 ここで問題となるのは長期債であるが， さきにみたように割符の 

「基金」の悪化と長期債の累積を同質のことと考えるダヴナントにとっては， そ こ で の 「信用」は 

無論健全ではありえなかった。 『公収入交易論』に至るまではまだかれは財政の状態の改善は可能 

と考え， それだからこそあれだけ詳細な財政の改善策を示す必要を感じ， またそれが効果をもたら 

すと考えたのであった。 こうした彼の楽観的態度はしばしば指摘されてきたし， またそれは彼の為 

政者に対する信頼と裏表の関係にあったといえる。 『公収入交易論』 までのダヴナントの楽観的態 

度が彼の為政者に対する信頼を可能にしたといえる。 そしてその楽観的態度を大きく揺さぶり，強

( 5 1 ) これに関しては『公収入交易論』の第一部，さらに大倉 [ 1 2 ]参照。

(52) H argreaves [ 3 6 ] は彼の財政問題に対する楽観的態度を，Schacht [53] は通貨量の問題につい 

てのその悲観的でない態度を指摘している。

109 ( 617)



い危機観をもたせたのはなによりも長期憤の累積であった。長期債が累積し ，m on eyed  in terest 
のような階層までをも作り出すようになると， ダヴナントはそれをただ批判するしかなくなってし 

まったといえる。彼にとってもはや改善は不可能になってしまったのである。

すなわちペイパー . マネー . マ一力ンティリストからカントリ . パンフレッティーアへの「信用」 

観の変調は，彼 自 身 の 統 治 論 （「信用」論を含めた意味での）そのものの変更ではなく， それの財政 

革命への対応， もしくは反応といえる。『公収入交易論』にいたるまでのダヴナントは，為政者が 

政治算術を用いることによって，「信用」にいかようにも対処することができると考えていた。 し 

かし，事態はダヴナントの期待を裏切り，少な く と も “E ssa y s”が書かれた時点では彼はただ事態 

を批判し憂うしかなかったのであろう。 こ れ は 「信用」 を統治の問題として考えた彼の「信用」論 

の特徴であり， またその挫折であったといえる。 ただ我々はこうした彼の「信用」論の限界とか， 

不備を見いだすのみではなく， 当時ほとんど時論としてのみ語られた「信用」 という問題を，統治 

論という体系の中で扱ったその意義を見直す必要があるのではないだろうか。L etw in  [43] が見 

たいくつかの「科学的な」経済分析の試みの一つとして見ることはできないだろうか。 また， ダヴ 

ナント自身にしても単に挫折しただけでなくその後も彼の統治論，「信用」論をくりひろげていく 

のであり， その検討は今後の課題として残される。
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